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災害時の歯科医療救護に関する協定書実施細目 

 

災害時の歯科医療救護に関する協定書（平成２８年３月４日締結。以下「協定」という。）第１３条の規定により、協定を

実施するための細目を次のように定める。 

 

（歯科医療救護班の派遣要請） 

第１条 秋田県（以下「甲」 という。）が、協定第２条第１項の規定により一般社団法人秋田県歯科医師会（以下「乙」とい

う。）に派遣を要請するときの手段は、問わないものとする。ただし、当該要請後、必ず様式第１号又は様式第１号の２

により書面を取り交わすものとする。この場合、要請の効力の発生時期は、派遣要請の意思が乙に伝達されたときとす

る。 

 

（歯科医療救護班の編成） 

第２条 協定第２条第２項に規定する歯科医療救護班の編成は、１班当たり歯科医師２人程度、歯科衛生士２人程度、 

歯科技工士１人程度を標準とし、災害時の救護活動状況により必要と認めたときは、その他補助を置くことができる。こ

の場合、歯科医師１人を班長とする。 

 

（歯科医療救護活動の報告） 

第３条  協定第３条第１項の規定による歯科医療救護計画の提出は、様式第２号により行うものとし、同条第２項の規定

による変更後の歯科医療救護計画の提出は、様式第２号の２により行うものとする。 

２ 乙は、歯科医療救護活動終了後速やかに、歯科医療救護班ごとの「歯科医療救護活動報告書」（様式第３号）、 「歯

科医療救護班員名簿」（様式第４号）及び「医薬品等使用報告書」（様式第５号）を取りまとめ、甲に報告するものとす

る。 

 

（事故報告書） 

第４条  乙は、協定第２条に基づく歯科医療救護活動において、歯科医療救護班員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡

したときは、「事故報告書」（様式第６号）により、速やかに甲に報告するものとする。 

 

（費用弁償等の請求） 

第５条  協定第１０条第１号、第２号及び第４号に規定する費用については、乙が各歯科医療救護班分を取りまとめ「費

用弁償請求書」 （様式第７号）により、甲に請求するものとする。 

２ 協定第１０条第３号に規定する扶助金については、支給を受けようとする者が乙を経由して「扶助支給請求書」（様式

第８号）により、甲に請求するものとする。 

 

（費用弁償の額） 

第６条  協定第１０条第１号に規定する費用弁償の額は、「災害救助法施行細則（昭和３９年１０月１日秋田県規則第３８

号）」別表第２に定める額とする。 

２ 協定第１０条第２号に規定する実費弁償額は、使用した医薬品等に係る実費とする。 

３ 協定第１０条第３号に規定する扶助金については、「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関

する条例（昭和３８年３月２２日秋田県条例第８号）」に準ずるものとする。 

 

（支払） 

第７条  甲は、前２条の規定により請求を受けた場合は、関係書類を確認の上、速やかに乙に対し支払うものとする。 
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別表 

 

医療救護活動の従事者に対する実費弁償 

 

 

区分 日当 旅費 時間外勤務手当 

歯科医師 

歯科衛生士 

 

災害救助法施行細則 （昭和３９年１０月１日秋田県規則第３８号）別表第２に定める額 

歯科技工士 
災害救助法施行細則 （昭和３９年１０月１日秋田県規則第３８号）別表第２に定める 

歯科衛生士手当に準じた額 

 

補助職員 

歯科衛生士の日当の 

２分の１ 

（100円未満切捨） 

一般職の県職員の行政職 

給料表による２級の職務に 

ある者の旅費相当額 

一般職の県職員の時間外 

勤務手当支給の例による額 
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